
組合員新年交流会に100人―再出発を誓う！

当組合の2010年組合員新年交流会が１月18日(月)午後７時から､ 京都市下京区の京

都タワーホテルで開かれ､ 組合員・職員ら約100人が参加､ 組合の心機一転の再出発

を誓うとともに､ 新年の門出を祝いました｡

ホテル９階の ｢八閣｣ で行われた新年会では､ 最初に野原利明理事長が､ この間の

組合員の温かな協力に感謝を述べるとともに､ ｢昨年来､ 臨時総会も開くなどして組

合の問題点を洗い出し､ 大きな決断もしてきた｡ 50年以上たって､ これから後戻りす

ることなく新たな一歩を発展的に踏み出していきたい｣ とあいさつしました｡

続いて来賓が紹介され､ 民主党の隠塚功・京都市議､ 日本共産党の山中渡・京都市

議の２人からあいさつを受けました｡ また､ 組合の取り組み紹介が行われ､ 右京支部

が立ち上げた ｢ネットCM｣ が会場のスクリーンに登場｡ 組合員同士の情報交換や消

費者へのPRに生かすことなどが説明されました｡

このあと､ 光本大助副理事長の元気いっぱいの発声で乾杯し､ それぞれのテーブル

で交歓の輪が広がりました｡

宴会では､ マルチタレントの一番星哲也さんが登場｡ 歌と軽妙なおしゃべりで雰囲

気を盛り上げました｡ また､ 福島弘副理事長の ｢がんばろう三唱｣ と ｢三三七拍子｣

で､ 元気のある中締めとなりました｡

祝電・メッセージを以下の皆さまからお寄せいただきました｡

○外務副大臣 参議院議員 福山哲朗様 ○日本共産党 衆議院議員 こくた恵二

様､ 参議院議員 井上さとし様､ 京都国政委員長 成宮まり子様 ○京都府議会議員

おがたけん様

理事・監事が初顔合わせ

新年会に先立ち､ 別室で理事・監事の初顔合わせが行われ､ 職員も含め20人が出席

し､ 新年のあいさつとともに､ それぞれの今年の抱負を一人ずつ出し合いました｡

ハイチ大震災で支援募金

新年会会場では､ 深刻な被害を出しているハイチの大震災を支援するために募金箱

が置かれ､ あたたかな支援が寄せられました｡ 今後も本部に募金箱を常設し､ 支援を

呼びかけていくことにしています｡
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第11回サバイバル･ウオーク

阪神淡路大震災から15年､ 京都の第11回サバイバル・ウオーク (同実行委員会主催)

が１月９日(土)開催されました｡ サバイバル・ウオークは､ 外出中に直下型地震に遭

遇したとの想定で､ 京都市役所前をスタート地点にして自宅など目的地に向かって歩

き､ その間の危険箇所をチェックする取り組み｡ 阪神淡路大地震の教訓を後世に生か

そうと2000年に始まり､ 当組合も協力を続けてきました｡

今回は､ コースの一つとして全京都建設協同組合を会場に ｢震災で学んだこと｣ と

題する講演会が行われ十数人が参加｡ 神戸防災技術者の会の児島雄次さんを講師に､

阪神淡路大震災の当時の模様などがプロジェクターを使って示され､ 防災のための日

常的な手立ての必要性が強調されました｡ 組合では参加者を温かなぜんざいで迎えま

した｡

｢中小企業金融円滑化法｣―出前講座

債務の返済猶予などに道をひらく ｢中小企業金融円滑化法｣ が昨年12月に施行され

ましたが､ その勉強会が ｢出前講座｣ として１月19日(火)に組合本部で開講され､ 組

合員・職員ら14人が参加しました｡ この法律はもともと亀井金融担当大臣が ｢債務返

済を３年間猶予させる法案｣ (モラトリアム法案) と言っていたものですが､ 金融機

関に対する強制力の問題や ｢条件変更の申請が､ 逆に貸し渋りを起こすのでは｣ といっ

た懸念なども指摘されています｡

勉強会では､ 川内嘉知・京都財務事務所理財課長が､ この法律のできた背景や特徴

などを､ 組合の勉強会用に作成した資料に基づいて詳細に説明し､ 参加者からは､ 法

律の実効性の問題や借り換えの方法などについて質問が出されました｡

※同法の資料が本部に若干あります｡ 必要な方は管理部までご一報ください｡

(Tel.075-312-3717)

大枝山古墳群草刈り・清掃／もっこの会

建設協組・文化財事業協力業者と職員でつくる ｢もっこの会｣ では､ １月16日(土)

小雪がちらつくなか､ 西京区桂坂にある大枝山古墳群一角の草刈り伐採・清掃ボラン

ティアを行いました｡

大枝山古墳群は円墳23基で構成され､ ６世紀後半に構築された市内最大規模の古墳

群であると考えられています｡ 1980年の桂坂の巨大な宅地造成に伴う事前発掘調査の

際に､ 14号墳を組合が総力をあげ､ 高度な技術力で修復・移築工事を行いました｡ 当

時､ 文化財行政からも高い評価を受けましたが､ その後30年経った現在､ 維持管理が
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行き届かず､ 雑木林が生い茂り､ かなり荒廃が進んでいます｡ ここに古墳が存在する

ことすら知らない地域住民も多数おられると聞いています｡

石碑建立と合わせて京都に残る文化遺産を後世に伝え､ 地域住民や文化財行政､ そ

の他の人々に喜んでいただき､ 現在の､ そして未来の人々に知らせるために､ 少しず

つでもこの取り組みを続けていく予定です｡

なお､ この取り組みが京都新聞社の取材を受け､ 当日の夕刊に掲載されました｡ そ

の夜､ 河原町東華菜館で ｢もっこの会｣ の総会と親睦会を開催しました｡ 総会では今

年度の活動報告や､ 今後の活動予定を真剣に話し合い､ 親睦会ではもちろん大枝山古

墳群整備ボランティアの話題で大いに盛り上がり､ 参加者全員がさらに結束を高めま

した｡ これからも皆で協力し､ より意義とやりがいのある ｢会｣ にしていきたいと思っ

ています｡ (谷口)

役立つ備品を格安ご提供／機材リース

機材リースでは､ 仮設足場材のリースを中心に事業を展開していますが､ 長机・折

椅子・テントなどの備品を格安のお値段で皆様にご提供しています｡ 地鎮祭､ 現場事

務所などでご活用いただけます｡ ちょっと備品が足りないときに是非ご活用ください｡

また､ 現場事務所用としてユニットハウス､ プレハブもあります｡

一段と寒さが増すこれからのシーズンには､ 反射型石油ストーブ・ブルーヒーター

などの暖房器具も充実ラインナップ!!

下記のラインナップ以外にも､ イベント用として綿菓子機､ ポップコーン機､ 床机

などの商品も､ 提携業者のネットワークを生かして幅広く取り揃えています｡ お仕事

以外の催し物などさまざまなシーンにもご活用ください｡

価格・在庫確認・規格などについて､ 下記までお気軽にお問合せください｡

＜洛西センター＞ Tel.075-392-0722

＜商品ラインナップ＞ 事務机､ 脇机､ 回転椅子､ 時計､ スチールロッカー､ スチー

ル棚､ 書庫､ 電気スタンド､ 折椅子､ 長机､ 消火器､ 消化バケツ､ 吸殻入､ 石油ストー

ブ､ ブルーヒーター､ 電気ポット､ 冷蔵庫､ 流し台､ 掃除機､ 洗濯機､ 一輪車､ 電工

ドラム､ テント､ 紅白幕､ 冷温水器､ 投光器､ ピカピカチューブなど

リモコンレーザー墨出し器／共同購入

今月は､ 作業時間で差をつけるリモコンレーザー墨出し器がおすすめ！

フルライン､ オオガネ×４､ 水平全周､ 本体左右360°回転 精度10m±1.0㎜以内

屋内・屋外兼用タイプ｡

セット内容は､ 本体､ リモコン､ ACアダプター､ メガネ､ 微調整ベース板､ 保証

書､ 単三アルカリ乾電池×４本､ 単四アルカリ乾電池×２本､ 本体収納ケース､ 取扱
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説明書｡

フルセット超特別価格 ￥88,800 (税込) (通常税込価格￥336,000)

会社に１台､ この機会にぜひお求めください｡ (よ)

｢第１回くらしと電化の快適フェア｣に協賛参加

12月19日(土)・20日(日)の両日､ 文化パルク城陽で開催された木津川支部の㈱尾形

電気工事さん主催 ｢くらしと電化の快適フェア｣ に参加しました｡

昨年夏頃に､ 尾形社長から ｢オール電化とリフォームを柱に､ 一般客を相手にイベ

ントをしたいんだけど､ お金は出すけどノウハウがないので協力してもらえないか？｣

と洛南事務所に相談がありました｡

組合では､ ｢建ちゃんまつり｣ などの経験を生かして､ 協賛という形ではあります

が､ ソフト､ ハードの両面から全面的に協力していくことを決定し､ 組合ブースでは､

｢結の家｣ 新築・増改築相談コーナーを設け､ システムキッチン・トイレ ｢アラウー

ノ｣ からエクステリア用品やエコ商品の展示などを活用して､ 住宅相談にあたりまし

た｡

金魚すくい・スーパーボールすくい・ポップコーン・子どもの遊びコーナー・抽選

会場でも職員が学生アルバイトとともに担当し､ とにかく会場に足を運んでもらう､

そして仕事につなげるという気持ちで取り組みました｡

今までから組合員さんのイベントには､ いろんな面で協力はしてきましたが､ この

ような形での協力は初めてでしたので､ 問題点や気持ちの行き違い・反省すべき点が

多々ありましたが､ 今回のこの経験を生かして組合と組合員さんが協力し合ってお互

いの仕事興しになり､ お互いが売り上げを上げていけたらと思っております｡

これからも組合員さんからのいろんなご要望・ご提案に応じて協力していきたいと

思います｡ また ｢組合があって良かった！｣ と言っていただける協同組合でありたい

と願っています｡ どうぞ､ いつでもお声をかけてください｡ 次は桂川支部の ｢フリマ

衣食住｣ です｡ (Ｂ)

中小企業金融円滑化法―効果実感は１割未満

中小企業向け融資などの返済を猶予する ｢中小企業金融円滑化法｣ 施行の効果を実

感している企業の割合が１割未満にとどまっているという調査結果を､ 帝国データバ

ンクがまとめた｡ 法施行後､ 金融機関に対する返済計画見直し (リスケ) の申請環境

が ｢良くなった｣ と回答した企業は7.7％で､ ｢悪くなった｣ という回答と同水準だっ

た｡ 取引先がリスケ申請した場合､ ８割の企業が ｢資金繰りが逼迫
ひっぱく

している｣ と受け

止め､ ４割が取引先の与信管理を引き締める考えでいることも分かった｡

｢中小企業金融円滑化法｣ は､ 金融機関に対し中小企業向け融資や住宅ローンの返
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済猶予について努力義務を課すもの｡ 21年度の臨時国会で成立し､ 同年12月４日に施

行となった｡ 同法施行の影響を探るため､ 帝国データバンクは21年12月から22年１月

にかけて全国２万1632社を対象にアンケート調査を実施し､ １万359社から回答を得

た｡ (『建設経済新聞』 １月13日付から)

住宅の住み替えや改善―約２割の世帯が前向き(国交省)

全国の約２割の世帯が住宅の住み替えや改善に前向きな意向を持っている｡ 国土交

通省の住生活総合調査 (速報) でそんな実態が分かった｡ どのような住み替え・改善

の意向があるか尋ねたところ､ ｢リフォーム (増改築・模様替え・修繕など)｣ が最も

多く､ 実現時期は ｢５年以内｣ とする世帯が６割に達した｡

現在の住宅や住環境に対して何らかの不満を持っている世帯は28.8％を占めた｡ 住

宅・住環境の中で最も重視することは ｢火災・地震・水害などに対する安全｣ が最多

の14.7％で､ ｢治安・犯罪の防止｣ が13.2％､ ｢地震・台風時の住宅の安全性｣ が11.7

％と､ 安全性に関する項目が上位を占めた｡

住み替え・改善の意向の有無を尋ねたところ､ ｢意向がある｣ と答えた世帯は18.8

％｡ 住み替え・改善の内容については ｢リフォーム｣ が37.5％で最も多く､ ｢家を借

りる｣ 25.9％､ ｢家を購入する｣ 21.1％､ ｢家を新築する｣ 6.5％､ ｢家を建て替える｣

4.4％と続いた｡ (『建設経済新聞』 １月12日付から)

投稿／社会起業シリーズ①

いまなぜ社会起業なのか？

＜新シリーズのスタートにあたって＞

昨年2009年は､ 日本の憲政史上初めて ｢国民自身の手による政権交代を成し遂げた

年｣ として長く記憶されることになるだろう｡ そして今年2010年は､ いよいよ新しい

政権のもとで､ 当面する世界不況や日本の莫大な債務問題にどのように対処し､ 歴史

的にはグローバル化した金融資本主義のガバナンスや脱炭素社会・経済への転換の課

題にどのようにアプローチしていくのか､ まさに正念場の年になるだろう｡

そのとき､ 日々経済活動に携わるものにとって､ 経済活動そのものがなしうること

と､ 政府や政党の役割を峻別して､ 広い意味での社会のデザイン (将来像の構築) を

行っていくことが重要と思われる｡ 今日では､ 経済が狭い意味の ｢経済活動｣ 自身で

成長することも､ 発展することもできなくなっている｡

政権マニフェストに書かれた経済政策に対して､ われわれ自らが何ら建設的な提案

をせず､ 実施プロセス (試行錯誤) への参画もせずに ｢うまくいく｣ とは何人も思っ

ていない｡ ｢現政権には成長戦略がない｣ と批判することが政治への参加だろうか？
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経済活動の当事者にとって､ ｢人口減社会での成長戦略とは何か｣ ｢新たな社会起業と

は何か｣ を考え､ 創造することが主権者たる所以だろう｡

右肩上がりの ｢成長戦略｣ には､ 官が公共を独占するモデルが対応していた｡

当時 ｢優秀な官僚｣ は､ 政界に根回しして法律を成立させ､ 予算を獲得して関連業

界団体を立ち上げ､ 公益法人や特殊法人を通じて公共事業を社会に分配していった｡

このモデルのムダや不公正を摘発し､ 批判するだけで ｢新しい公共｣ は生まれるだろ

うか？ 低炭素社会・脱炭素経済のあるべき産業構造はすでに ｢答え｣ があるわけで

はない｡ 新しい公共の担い手を､ 経済活動の主体からも生み出していく日々の試行錯

誤 (＝社会起業) の積み重ねから､ その産業構造が創造される｡ 今が新たな産業革命

の時代と呼ばれる所以である｡ 【環境マネジメントコンサルタント 杉原卓治】

南法律事務所が｢憲法連続講座パート２｣開講

第５回＝２月17日(水) ｢裁判員裁判―国民の司法参加と被疑者・被告人の権利｣

(中村直美弁護士)

第６回＝３月17日(水) ｢ひとしく教育を受ける権利―憲法26条と子どもの貧困｣

(吉田眞佐子弁護士)

第７回＝４月予定 ｢田母神論文問題についてー憲法９条を考える｣

(井関佳法弁護士)

※会場は､ いずれも ｢あさくら診療所｣ を予定しています｡

Ｑ 夫が､ 突然離婚したいといって家を出てしまい､ 生活費を渡してくれなくな

りました｡ 私は､ 結婚を機に仕事をやめており､ ２人の子どもはまだ小学校の低学

年と幼稚園ですので､ 子どものためにも離婚はしたくないと思っています｡

Ａ 民法は､ 結婚生活にかかる費用 (｢婚姻費用｣ といいます) を､ 夫婦それぞ

れの資産や収入に応じて負担するよう定めています｡ 仮に一方が離婚を望んで別居

したとしても､ 離婚が成立するまでは､ 夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務があ

ります｡ したがって､ 夫に対し､ 生活費を渡すよう求めることが可能です｡

もし､ 夫が応じてくれなければ､ 婚姻費用の分担を求め､ 家庭裁判所に調停を申

し立てることができます｡ 調停では､ 調停委員が､ 当事者双方から個別に事情を聞

きながら､ 婚姻費用の分担額について合意できるよう調整してくれます｡ もし､ 調

停で合意ができなければ､ 家庭裁判所が､ さらに双方の具体的な事情を調査して､

婚姻費用の分担額を決めてくれます (｢審判｣ といいます)｡ 分担額の決定にあたっ

ては､ お子さんの人数､ それぞれの収入額や支出の状況等が考慮されますので､ 給

与明細､ 家計簿､ 光熱費等の引き落としに使用している通帳等､ 客観的な資料を用

意しておくとよいでしょう｡

また､ あなた自身は離婚を望んでいないということですので､ 婚姻費用の分担の

請求とあわせて､ 夫婦関係の調整についての調停を申し立て､ 婚姻費用の問題と同

時に夫婦間の問題の解決を家庭裁判所に求めることもできます｡ 調停は､ ご自身で

も､ 弁護士を代理人として申し立てることもできます｡ 具体的な申し立て内容等､

詳しいことについては､ 一度弁護士にご相談ください｡

(京都第一法律事務所 弁護士 大島麻子)
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各種技能講習／労基連

●玉掛け ①②③④

日 程�[学科] ２月18日(木)・19日(金)
[実技] ２月20日(土)

会 場�京都市
受講料�17,850円､ テキスト代�1,500円
●フォークリフト ①

日 程�[学科] ３月２日(火)・３日(水)
[実技] 第１班３月９日(火)・10日(水)・11日(木)

第２班３月16日(火)・17日(水)・18日(木)

会 場�京都市
受講料�29,925円､ テキスト代�1,470円
●ガス溶接 ①

日 程�[学科] ３月18日(木)・19日(金)・20日(土)
会 場�京都市
受講料�9,975円､ テキスト735円
●特定化学物質・四アルキル鉛 ①

日 程�[学科] ３月８日(月)・９日(火)
会 場�京都市
受講料�8,400円､ テキスト1,680円
●第一種衛生管理者 ①

日 程�[学科] ２月８日(月)・９日(火)・10日(水)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�会員12,000円､ 一般14,000円､ テキスト6,090円
●安全衛生推進者・衛生推進者養成 ②④

日 程�[学科] ２月17日(水)
[実技] ２月18日(木)

会 場�京都市
受講料�12,600円､ テキスト1,260円
【問合せ・申込み】①(社)京都労働基準連合会 Tel.075-321-2731 ②(社)京都南労

働基準協会 Tel.075-611-8286 ③(社)京都上労働基準協会講習事務所 Tel.075-463-

2735 ④京都下労働基準協会講習事務所 Tel.075-561-5000

※各講習会は､ 連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp/で確認できます｡
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作業主任者等各種講習／建災防

●職長・安全衛生責任者教育

日 程�２月４日(木)・５日(金)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�15,000円
●職長のためのリスクアセスメント教育

日 程�２月５日(金)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�8,000円
●足場の組立て等作業主任者

日 程�２月18日(木)・19日(金)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�10,600円
●玉掛け

日 程�２月25日(木)・26日(金)・28日(日)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�19,600円､ 一部免除16,600円
【問合せ・申込み】建設業労働災害防止協会 京都府支部

〒604-0944 京都市中京区押小路通柳馬場東入 京都建設会館別館内

Tel.075-231-6587 Fax.075-251-0058 受付時間�午前９時～午後５時
※ホームページから講習予定､ 申込書が取り出せます｡

http://homepage2.nifty.com/KYO-KENSAI/

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会

日 程�２月19日(金)１日間
会 場�京都JA会館 (京都市南区東九条西山王町１)
※詳細については､ 京都府産業廃棄物協会のホームページ参照のこと｡

【問合せ・申込み】京都市南区東九条中御霊町53番地の４ Johnsonビル ２階

Tel.075-694-3402 Fax.075-694-3425

※ホームページ http://www.kyoto-sanpai.or.jp/
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経営者・人事労務管理担当者のためのセミナー＆個別相談会

２月のセミナーは､ ｢４月以降に改正される労働法に関するポイントや実務等｣ を

テーマに開催されます｡ 参加・相談は無料です｡

●改正労働基準法のポイントと実務

日 程�２月５日(金)
セミナー�15�00～16�30
個別相談会�16�30～
講師/アドバイザー�特定社会保険労務士 藤井悦子氏

●労使間のトラブル事例からのコンプライアンス (法令遵守)

日 程�２月12日(金)
セミナー�15�00～16�30
個別相談会�16�30～
講師/アドバイザー�特定社会保険労務士 飯田政信氏

●子育て世代のワークライフバランス

日 程�２月19日(金)
セミナー�15�00～16�30
個別相談会�16�30～
講師/アドバイザー�特定社会保険労務士 今村世津子氏

※会場は､ 大阪センター梅田事務所セミナー室 (大阪市北区梅田1-12-39 新阪急ビ

ル８階)

【問合せ・申込み】独立行政法人雇用・能力開発機構大阪センター (梅田事務所)

Tel.06-6343-8301 Fax.06-6343-8222

●12月定例理事会は､ 12月28日(月)午後６時45分から建設会館２階会議室で､ 理事16

人の出席で開催された｡

１. 各事業報告・提案

２. 臨時総会の結果について

３. 本部機能のあり方について

４. 銀行借入の圧縮作業について

５. ｢中小企業金融円滑化法｣ について

６. 組合員新年交流会について

７. 右京支部の提案について

８. 支部長会議の結果について

９. 支部統合の進捗状況

10. フリマ衣食住～建ちゃんまつり～ 桂川支部の提案について

11. くらしと電化の快適フェア (12／19～20) イベントの結果について

12. その他
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本部
12／17 支部長会議

12／19～20 くらしと電化の快適フェア

12／22 三役会議

12／28 理事会

１／４ 職員新年初顔合わせ

１／８ 三役会議

１／13 理事会説明会 (東部)

１／14 理事会説明会 (西部)

１／15 理事会説明会 (洛南)

１／16 入札説明会

１／18 組合員新年交流会

支部
12／18 右京 (忘)､ 伏見 (忘)

12／22 上・中 (忘)

12／25 城陽 (忘)

組組合合DDiiaarryy

組組合合員員名名簿簿変変更更

支部 № 社 名 変更箇所 新

宇治 437 ㈱ 吉 冨 工 務 店 代表者 吉冨 豊

久御山 1123 ㈲ 八 雲 造 園
代表者
社名

田中 望
八雲造園

伏見 441 ㈱マハタギ電気商会 代表者 山田 高幸

ひひひひひひととととととこここここことととととと

川久保専務 kawakubo@zenkyoto.jp
管 理 部 z-kanri@cocoa.ocn.ne.jp
設 計 室 sekkei@zenkyoto.jp
工事課・住宅設計課 z-koji@mocha.ocn.ne.jp
洛西センター z-raksai@alto.ocn.ne.jp
洛南事務所 z-raknan@mocha.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.zenkyoto.jp/
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